
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令について 

 

今回、管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部の管理業者

の横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事態が依然生じていることを受けて、

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に定める分別管理の手法等に

ついて所要の改正が行われ平成２２年５月１日より施行されました。改正の内容は以下

の通りです。 

 

①財産の分別管理（第８７条第２項関係） 

金銭である財産の分別管理の方法として、以下のイ～ハの３種類が定められました。 

イ 区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、そ

の月分の修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残

額を、翌月末日までに、収納口座から保管口座（管理組合を名義人とするもの

とする。以下同じ。）に移し換える方法 

ロ 区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、預貯金として管

理するとともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月、その月

分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末

日までに収納口座から保管口座に移し換える方法 

ハ 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金と

して管理する方法 

 

②保証契約の締結（第８７条第３項関係） 

管理業者が①イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、

原則として、当該方法により区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金

銭（ロの方法による場合にあっては、管理費用に充当する金銭）の額の合計額以上

の額につき有効な保証契約を締結していなければならない旨が定められました。 

 

③印鑑等の管理の禁止（第８７条第４項関係） 

修繕積立金等金銭を①イからハまでの方法により管理する場合の［保管口座］又

は［収納・保管口座］に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカード等につい

て、原則として管理業者が管理してはならない旨が定められました。 

 

④会計の収支状況に関する書面の交付等（第８７条第５項関係） 

管理業者が修繕積立金等を管理する場合にあっては、毎月、その月における管理

組合の会計の収支状況に関する書面を作成し、翌月末日までに当該管理組合の管理

者等に交付しなければならない旨等が定められました。 



 

⑤立入検査の際の身分証及び業者標識の表記事項（別記様式関係） 

総務省行政評価局からの検査・調査等業務従事者の身分確認に関する調査結果の

通知を受けて、立入検査の際の身分証明書の表記事項について所要の改正が行われ

ました。 

また、マンション管理業者の登録更新時期を失念し、期限切れによって失効とな

る者の発生を防止するため、業者標識の表記事項について所要の改正が行われまし

た。 

 

⑥その他所要の改正 

④の書面の交付等について電子的記録により行うことができるようにするための

措置その他所要の改正が行われました。 

 

以下、今回の改正の重要なポイントである財産の分別管理の方法（第８７条第２項第

１号 イ～ハ）を基に、関連する改正点も含めて図解します。 

 

［［［［第８７条第２項第１号第８７条第２項第１号第８７条第２項第１号第８７条第２項第１号    イイイイ    の方式の方式の方式の方式］］］］    

 

［［［［第８７条第２項第１号第８７条第２項第１号第８７条第２項第１号第８７条第２項第１号    ロロロロ    の方式の方式の方式の方式］］］］    

 



 

［［［［第８７条第２項第１号第８７条第２項第１号第８７条第２項第１号第８７条第２項第１号    ハハハハ    の方式の方式の方式の方式］］］］    

 


